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対象防衛関係施設地域における小型無人機等の飛行について (お知 らせ)

酷寒の候、1皆様ますますご健|の こととお慶び申し上:なす。

平素は、駒F¬駐屯地べの格Bllの ご愛願及びご理解を賜り厚く御孝し申し上tず ます:

| きて、この度、駒門駐嚇地は平成28年 3月 18日 に公布された「重要施設の周辺地域における

小墾無人機等,飛行の禁上に開する法律Jに基づきt対象防衛関係施設として令和5年 1月 20日‐

に指定され令和6年 1月 30甲 より同法律が通自されることとなりました。 |

|つ きましてはt nll紙 ||お いてヽ 対象防衛関係施設地域における小型無人機等の飛行につし`て回覧

‐
により皆様へ周知させていたださたくお知らせいたしました。

お多忙のところ恐縮では御摩t｀ ますが、ご確認下さいますようお願い致します6

略式ながら書面にてお知らせいたします。

禽紬晶
年ょ「亀|::亀

駒 門 駐 屯 1地

令不目5年 1月 20日
対象防衛関係施設地域における小型無人機等の飛行

|こ
つし`了

1寸豪麟1彗関係施設に指定されます| ｕ
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1黒
各種警轟犠壁蛾盤機「逼墨轟F黒1:鷺Lム花写,:::曹螢乱11轟轟弯暮奪2管彎こ雪F「構警寺嚢谷香3:t‐ T案暴言|

るもの。

2 特定航空用機器

航空法 (昭和27年法律第231条 )第 2条第1項に規定する航空機然外

一 例  (抜粋)

o・
「
操縦装置を有する毎毬g 質りひ73百 ヶ二_1(藤藝攣三竜なう女91食お)

3‐ ;t手 歩多身歩|(ぼ筆姜奮奪iやや盆1倉惚:

慧‐査≧董λ色墓1‐」守整撃1曳lit亀象貫穏象轟から浮揚した1夫態棒移動す0■ |が■きt操維装置を有し人が飛イ言

ふ:早勇え襲爵事2襲繰Ъ庄力の皮作用;三 ょ|り 地表又
|よ春Ⅲがら浮場した1夫態で移動すうことが■き:操縦装薄を有しハ

が飛行することができるもの。

本法Q漁制対象■なや■‐型無人機はなの通りですも



飛行可能な場合

ただし、以下の表に揚げる場所においては、それぞれ以下鰯 げ刷 囃無人機等の飛行を行うこ|が1轟な場合春ありま
■ l

可能な飛行

琶馨馨寡〒轟姦墓Ъ為に、対象防衛関係施設の管】里者 (駒 Fl馬主屯地彎令)の同意を得た者が小型無人機

奮冤〔
it翼

象雛 蓬 食釜亀比轟姦箸 (駒 Fl駐 亀地司令)の 同意を得た駐屯l極の事業に関する飛行の場合も■

対象防衛関係施設の敷地

(駒 F霧駐屯地)又は区域の

上空

: [墨]露言言二:ヒ富琶落曇
等
灘賢:檀霞倉逸写冒曇1機な「ダ隻忌彎驚議会菅落縄彗纂行う小型無

o 螢貢寒電舞公共口1体の業務を実施するたゅに行つ小型無人機等の飛行

寺

        :堪曇i:ll i::111:[孝 1‡彙[:iliL間、共行棄
:、 栞行日1等 )

*I｀場答百よτそは、撮影映像の確認・提供等求める場合があります。

対象防衛関係施設の敷地

(駒 Fl駐屯地)又は区域の

間国おおむね 300メ ー ト

ルの地域の上空

飛行を行う場合の手続詳細は、国土交通省ホームペTジ及び防衛省 。自衛隊 :小型無人機等飛行禁止法関係

(対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね300mめ地域の上空)

手続きに必要な期間 (自 衛隊施設)

指定された自衛隊施設

○ 対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、10日 間庁日 (土 日・視日を除1)前
・ ‐ ― 一 ヽ ― を :一 人 ヽ  ⌒ 面 上 「 一 ノび フ 轟 コ ■

=九

毎
^プ

/デ 大 1、メ1本脚喬又ノロJ進も智ノふ二V~｀

1む菅キ吾型曹今凛?冒尋:鶴ず i三二
てください°

、こ…ずまで|=対象防衛施設の管理者 1

受付時間は、平日 (視日除く)

入機等の飛行を行うな書

0 本法第11条第1環年よる警察官、自衛官、海上保奉官め命令に進反した者

「1年以下の難役又は50万円以下の罰金Jに処せられます。

自衛官の行動

糧嚢醤爵嚢絶裏省霊楊全璧窓菅橿曇晋客:管 i脅禽絶麗:菫露:羊
無人機等の飛行を行つている者

|こ
対し、当該

'Jヽ

型無人1幾等の飛行に係

規定に違反して小型無人機の飛な

村
=nttFを

奎曇糠堕珠班λ盤掟紙禁ま亀蓉涯畠tr畠轟ダ墓墨2ヒる機器を対象施設周辺の上空から挺る機器を対象施設周辺の上空から
漫姦島嵩畠勇基急斑警τぢ言世T;Iだ轟よそ

=「

暮豪悟奪添をあ場にいない場合 |:限 り1同様の措置をと

当該対象防衛関係施設の敷地又は[

ることができます。

細部は1重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁上に関する法律 (対象施設9安全の確保のための措置)第 11条

平成 28年法律第9号

関係法令 '関係省令

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等0飛行の禁止に関する法律   ‐

防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁上に関する法律施行規則
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'」

量ヽ‐無人機等の飛行の制限

●‐1対象麟衛関係施設の敷地内凛び区導0二事

対象施設の区域

●

対象施設の周辺地域

連絡先|.(担当)

駒門駐屯地の住所 |  ‐ |
静繭彙御殿場市駒開5番地の1

連絡先   ‐

機甲教導連隊
0550■ 87
機甲教導連隊

0550‐ ■87

警↑TT書 ‐¬負戦奮吾言,

晉乱珀輩
(輔 20''


